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民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
特
定
民
間
都
市
開
発
事
業
に
係
る
地
域
の
特
例
等
）

（
特
定
民
間
都
市
開
発
事
業
に
係
る
地
域
の
特
例
等
）

第
一
条
の
三

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
法
第
四
条
第
一
項

第
一
条
の
三

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
一

第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
第
三
条
の

号
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
号
に
該

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
地
域
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号

当
す
る
地
域
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
民
間
都
市
開
発
事
業
の
う
ち

に
規
定
す
る
民
間
都
市
開
発
事
業
の
う
ち
市
街
地
の
計
画
的
な
再
開
発
に
資
す
る
も

市
街
地
の
計
画
的
な
再
開
発
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準

の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。

に
該
当
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

）
と
す
る
。
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（
略
）

２

（
略
）


